
 

 

 

令和２年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立龍華図書館 

所在地 八尾市南太子堂二丁目１番４５号 

所管課 教育委員会事務局 生涯学習課 八尾図書館 

 

指定管理者 名 称   株式会社 図書館流通センター 

代表者   代表取締役 細川 博史 

住 所   東京都文京区大塚三丁目１番１号 

指定期間 平成３０年４月１日 ～ 令和５年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

火曜日を休館日とし、開館時間を午前９時から午後７時までとする運営を滞りなく実施し、

龍華図書館の facebookの開設、図書館だよりの隔月に発行など積極的に情報の発信を行ってい

る。また、施設の運営に関し利用者からの提案、意見について回答を館内掲示するとともに企

画や運営に取り入れている。自主事業においては、引き続き図書除菌機の設置やカラーコピー

サービス、マタニティブックの配布、シンボルツリーの設置等を行ったほか、来館が困難な方

への利用機会拡大や高齢者・障がい者へのサービス拡大等が図れる電子図書館サービスを実施

するなど市民に利用しやすい場づくりを積極的に行っている。 

 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

①調査の概要（調査対象者、調査期間、調査方法、回答状況） 

 ・調査対象者：小学校高学年以上の図書館利用者 

 ・調査時期 ：配布期間 令和２年 11月 27日～12月 20日 

        回収期間 令和２年 11月 27日～12月 28日 

 ・調査方法 ：開館時間中に貸出カウンターに来られた利用者に配布及び１階図書検索機近

くにアンケート用紙を置き、館内回収箱にて回収。 

 ・回答状況 ：配布数 600枚 有効回答 533枚 （回収率 88.8％） 

 

 ②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

  スタッフの言葉づかい、説明のわかりやすさ、対応の的確さ、館内の心地よさ、安全・安

心して利用できるか、館内の居心地の良さなどの項目について「満足」、「やや満足」の回答

が 80％を超えており、他の項目についても概ね満足度は高い結果となっている。 

 

Ｓ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

認定こども園への司書・講師派遣を実施し、地域との連携を進めたが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため館内に人を集める行事や講座は通年開催できず、事業計画書で示

された目標の貸出点数を達成することができなかった。 
Ｂ 

 

 



 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 

評価結果 

 

空調、消防設備、エレベータ等の保守点検やその他のエアコンのフィルター等の清掃、植栽

管理、害虫駆除等を行うことにより適正な維持管理が図られている。また、修繕費については、

排煙窓網戸補修やカーペット張り替え修繕など７件となり、維持管理にかかる経費の縮減も図

られている。さらに、利用者が安心・安全して利用できるように、消防訓練を出張所と連携を

取りながら合同で年２回実施している。  

 

Ｓ 

 
４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 

評価結果 

 

事業計画書、収支計画書に基づいた適正な人員の配置となっており、体制及び予算内での運

営を行っている。 

また、八尾市立図書館が実務上行う各種会議（館長会議、実務調整会議、選書会議、システ

ム担当者会議等）に、龍華図書館長や実務担当者が会議ごとに出席し、情報共有及び連携を密

にしており、職員研修においては、社内研修のほか教育委員会等が主催する外部研修にも積極

的に参加し人材育成に努めている。 

 

Ｓ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

事業計画書、事業報告書、収支計画書、収支決算報告書及び毎月の月次報告書等の報告書類

において、提出期限内に提出し、個人情報保護に関する各規定を職員全員に周知徹底を図りな

がら適切な運営業務を行っている。 

また、環境改善の観点から寒暖時のエアコンの温度調整の徹底、窓からの光をブラインドで

遮って室温の上昇を防いだり、図書館間の移動時は、なるべく自転車を利用するなど環境に配

慮した取り組みも引き続き行っている。 

Ｓ 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 90.0％（Ｓ） 33.3 30.0 

２ 公の施設の効用発揮 73.7％（Ｂ） 11.1 8.2 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 94.7％（Ｓ） 22.2 21.0 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 96.2％（Ｓ） 25.0 24.1 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 94.4％（Ｓ） 8.3 7.9 

合計 100 91.2 

 
 

総合評価 Ｓ 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 

 



 

 

【モニタリング内容の総括】  

条例・規則・協定書を遵守し、仕様書の内容に沿って業務を実施するとともに教育委員会とも定期的に連絡調

整、協議等を行っている。利用者アンケートの結果からも、図書館運営についての満足度は高く、事業計画に

掲げる目標達成に向けた検討が必要であるが、自主事業も含めて適切に施設運営されていると評価できる。 

 

 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％

以上）を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 

  


